
『図解 新保険法早わかりガイド』訂正のお知らせ 
『図解 新保険法早わかりガイド』に下記のような修正がございます。 
謹んでお詫びを申し上げます。 
 
 

訂正箇所 誤 正 
P18 損害保険契約 

生 損 

損害保険契約 

損 

P39  

 

 

 

 

P40 ●片面的強行規定の適用除外 生 損 傷疾 ●片面的強行規定の適用除外 損  

P52 ●損害保険会社の商品について 傷疾 ●損害保険会社の商品について 損 傷疾 

P61 ◆保険料の支払いと保険者の責任（生命保険会社） 

「保険者料自動貸付制度あり」 

◆保険料の支払いと保険者の責任（生命保険会社） 

「保険料自動貸付制度あり」 

P74  もっとも、被保険者の同意が効力要件とされていない 

代わりに、被保険者の人格権に配慮し、その意思を尊重する趣旨か 

ら、被保険者による解除請求（離脱）が広く認められています。 

  もっとも、被保険者の同意が効力要件とされていない 

代わりに、被保険者による解除請求（離脱）が広く認められています。 

P81 ●保険金受取人の変更権と譲渡・質権設定 生 損 傷疾 ●保険金受取人の変更権と譲渡・質権設定 生 傷疾 

P85 ●評価済保険の場合の特則 生 損 傷疾 ●評価済保険の場合の特則 損 

P104 ●損害の発生、拡大の防止（損害防止義務）生 損 傷疾 ●損害の発生、拡大の防止（損害防止義務）損  

P109 ●責任保険契約の特則 生 損 傷疾 ●責任保険契約の特則 損  

P129 「（自動車損害賠償保険法）」 「（自動車損害賠償保障法）」 

P136 （次ページの図参照） 削除 

P163 ●無解約返戻金型商品・低解約返戻金型商品 生 損 傷疾 ●無解約返戻金型商品・低解約返戻金型商品 生  傷疾 
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